
　　　　　　　　　　（歳入）

180,000 千円

　　　　　　　　　　（歳出） 

407,691 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位:千円）

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他
引き上げ分地方消費税
（社会保障財源化
　分の市交付金）

そ の 他

社会福祉事業 3,135 300 2,543 292
児童福祉事業 284,149 148,244 5,200 48,950 73,344 8,411
生活保護事業 6,216 4,352 1,672 192
小　　　　計 293,500 152,596 5,200 49,250 77,559 8,895
保健衛生事業 114,191 102,441 11,750
小　　　　計 114,191 102,441 11,750

407,691 152,596 5,200 49,250 180,000 20,645合　　　　計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【平成31年度当初予算】

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　　　　　

　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

区　　　分 経 費

財 源 内 訳
特　定　財　源 一　般　財　源

 2014年（平成26年）4月1日から消費税率が5％から8％に引き上げられ、また、2019年10月から一部軽

減税率が適用されるものを除き、8％から10％へ引き上げられる予定です。 
 消費税率の引き上げに伴い、市の歳入である地方消費税交付金についても増え、この分については、

「社会保障財源化分」として市が行う社会保障施策に要する経費（社会福祉・社会保険・保健衛生）に充

てることとされており、次のとおり関連経費に充当させていただきましたのでお知らせします。 
 なお、地方消費税交付金の引き上げ分の充当方法については、各区分の一般財源の割合により按分

して算出しています。 
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